
（掲示）

Ⅹ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第２章 （略） 第１章～第２章 （略）

第３章 Ｘｉ契約 第３章 Ｘｉ契約

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 一般契約 第２節 一般契約

第７条～第９条 （略） 第７条～第９条 （略）

（契約者識別番号） （契約者識別番号）

第１０条 Ｘｉの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号に 第１０条 Ｘｉの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号に

ついては、一般契約者が継続的に利用できることを保証するものではありませ ついては、一般契約者が継続的に利用できることを保証するものではありませ

ん。 ん。

２ 一般契約者は、一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ ２ 一般契約者は、一般契約締結の際に、携帯電話番号ポータビリティ（電気通

（電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通 信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者

信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。）を希望するときは、 を変更することをいいます。以下同じとします。）を希望するときは、その旨を

その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。 当社が定める方法により申し出ていただきます。

ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。） 締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）

に限ります。 に限ります。

３～４ （略） ３～４ （略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第１１条～第１４条 （略） 第１１条～第１４条 （略）

（一般契約者が行う一般契約の解除） （一般契約者が行う一般契約の解除）

第１５条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、 第１５条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、

そのことをあらかじめ所属Ｘｉサービス取扱所に書面により通知していただき そのことをあらかじめ所属Ｘｉサービス取扱所に書面により通知していただき

ます。 ます。

２ 前項の場合において、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するとき ２ 前項の場合において、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、契約

は、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。 の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。

３ （略） ３ （略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

第３節 （略） 第３節 （略）

第４章 Ｘｉユビキタス契約 第４章 Ｘｉユビキタス契約

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 Ｘｉユビキタス一般契約 第２節 Ｘｉユビキタス一般契約

第２１条の３ （略） 第２１条の３ （略）

－１－



（Ｘｉユビキタス一般契約申込の方法） （Ｘｉユビキタス一般契約申込の方法）

第２１条の４ Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申 第２１条の４ Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申

込書を契約事務を行うＸｉサービス取扱所に提出していただきます。 込書を契約事務を行うＸｉサービス取扱所に提出していただきます。

２ （略） ２ （略）

３ Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをするときは、次のいずれかに該当する１ ３ Ｘｉユビキタス一般契約の申込みをするときは、次のいずれかに該当する１

のＦＯＭＡ（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいい、第２種契約に のＦＯＭＡ（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいい、第２種契約に

係るものに限ります。）又はＸｉ（以下、「指定共有Ｘｉ等」といいます。）を指 係るものに限ります。）又はＸｉ（以下、「指定共有Ｘｉ等」といいます。）を指

定し、当社に申し出ていただきます。 定し、当社に申し出ていただきます。

（１） その申込みに係るＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときを除 （１） その申込みに係るＸｉユビキタス（その契約者名義が法人であるときを除

きます。）と同一の割引回線群（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適 きます。）と同一の割引回線群（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適

用）の（１３）に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。）及び共 用）の（１３）に規定するものをいいます。以下この条に同じとします。）及び共

有回線群（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定する 有回線群（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２に規定する

ものをいいます。以下この条に同じとします。）を構成することとなるＸｉ又 ものをいいます。以下この条に同じとします。）を構成することとなるＸｉ又

はＦＯＭＡであって、その共有回線群の共有代表回線であること。 はＦＯＭＡであって、その共有回線群の共有代表回線であること。

（２） （略） （２） （略）

第２１条の５～第２１条の９ （略） 第２１条の５～第２１条の９ （略）

第３節 （略） 第３節 （略）

第４章の２～第１２章 （略） 第４章の２～第１２章 （略）

第１３章 雑則 第１３章 雑則

第６５条～第６５条の３ （略） 第６５条～第６５条の３ （略）

（データ量到達通知） （データ量到達通知）

第６６条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、Ｘｉの契約者回線との間 第６６条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、Ｘｉの契約者回線との間

の通信（当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとしま の通信（当社が別に定めるものに限ります。）に関する課金対象データの情報量

す。）に関する課金対象データ量の概算量（当社が別に定める方法により算定し 又は累計共有データ量（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２

た量とし、料金月単位で累計するものとします。以下この条において同じとし に規定するものをいいます。）の概算量（当社が別に定める方法により算定した

ます。）が当社が別に定める量を超えたときに、その契約者へその旨を通知（以 量とし、料金月単位で累計するものとします。）が当社が別に定める量を超えた

下「データ量到達通知」といいます。）します。 ときに、その契約者へその旨を通知（以下「データ量到達通知」といいます。）

２ 前項の規定によるほか、当社は、共有代表回線（料金表第１表第３（通信 します。

料）の１（適用）の（８） の３に規定するものをいいます。）に係るＸｉ契約者か

ら請求があったときは、そのＸｉに係る共有回線群を構成する共有代表回線及

び共有対象回線の契約者回線との間の通信に関する課金対象データ量の合計の

概算量が当社が別に定める量を超えたときに、そのＸｉ契約者へデータ量到達

通知を行います。

３ データ量到達通知は、当社が定める方法により行います。 ２ 前項に規定する通知は、当社が定める方法により行います。

第６７条～第７４条 （略） 第６７条～第７４条 （略）

（利用者登録） （利用者登録）

第７４条の２ Ｘｉ契約者は、当社が定める方法により、その契約に係るＸｉサー 第７４条の２ Ｘｉ契約者は、当社が定める方法により、その契約に係るＸｉサー

ビスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことが ビスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことが

できます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下 できます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下

「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日としま 「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日としま

す。 す。

２～９ （略） ２～９ （略）

１０ 第４項の規定によるほか、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） １０ 第４項の規定によるほか、料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８）

の３に定める共有回線群を構成するＸｉに係る契約者は、料金表第１表第３ の２に定める共有回線群を構成するＸｉに係る契約者は、料金表第１表第３

－２－



（通信料）の１の（８） の３に定める共有代表回線からの請求に基づき、契約者 （通信料）の１の（８） の２に定める共有代表回線からの請求に基づき、契約者

に係る課金対象データの情報を当社が共有代表回線に係る契約者へ通知するこ に係る課金対象データの情報を当社が共有代表回線に係る契約者へ通知するこ

とにあらかじめ同意するものとします。 とにあらかじめ同意するものとします。

（注）（略） （注）（略）

第７５条～第７６条 （略） 第７５条～第７６条 （略）

（電気通信事業者への情報の通知） （電気通信事業者への情報の通知）

第７７条 Ｘｉ契約者は、第１５条（一般契約者が行う一般契約の解除）、第１６条（ 第７７条 Ｘｉ契約者は、第１５条（一般契約者が行う一般契約の解除）、第１６条（

当社が行う一般契約の解除）、第２１条（その他の提供条件）、第２１条の７（契 当社が行う一般契約の解除）、第２１条（その他の提供条件）、第２１条の７（契

約者が行うＸｉユビキタス一般契約の解除）、第２１条の８（当社が行うＸｉユ 約者が行うＸｉユビキタス一般契約の解除）、第２１条の８（当社が行うＸｉユ

ビキタス一般契約の解除）又は第２１条の１４（その他の提供条件）の規定に基づ ビキタス一般契約の解除）又は第２１条の１４（その他の提供条件）の規定に基づ

き契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合（第５８条 き契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合（第５８条

の２（債権の譲渡等）の規定により、当社がＸｉサービスの料金その他の債務 の２（債権の譲渡等）の規定により、当社がＸｉサービスの料金その他の債務

に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払い に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払い

がないときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携 がないときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携

帯電話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役 帯電話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役

務を提供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求に基づき、氏 務を提供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求に基づき、氏

名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（Ｘｉ契約者を特 名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（Ｘｉ契約者を特

定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定め 定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定め

るものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとし るものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとし

ます。 ます。

２ （略） ２ （略）

３ 前２項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ ３ 前２項の規定によるほか、契約者は、携帯電話番号ポータビリティに係る当

に係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識 社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及

別番号及び生年月日等の情報（その携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係 び生年月日等の情報（その携帯電話番号ポータビリティに係る手続きのために

る手続きのために必要なものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ 必要なものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとし

同意するものとします。 ます。

４ （略） ４ （略）

（注）（略） （注）（略）

第７７条の２～第８０条 （略） 第７７条の２～第８０条 （略）

第１４章 （略） 第１４章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２５ （略） １～２５ （略）

（注） （略） （注） （略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１～第２ （略） 第１～第２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

通 信 料 の 適 用 通 信 料 の 適 用

－３－



（１） ～（６） の２ （略） （１） ～（６） の２ （略）

（略） （略）

（７） データ通信モ ア Ｘｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信 （７） データ通信モ ア Ｘｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信

ードによる通信 （当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとし ードによる通信 （当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとし

の料金の適用 ます。）の料金は、１料金月における累計の課金対象デ－タ量（以下 の料金の適用 ます。）の料金は、１料金月における累計の課金対象デ－タ量に応じ

「累計課金対象データ量」といいます。）に応じ て、２（料金額） て、２（料金額）の２－３の規定により算定した額を適用します。

の２－３の規定により算定した額を適用します。

イ～オ （略） イ～オ （略）

（注１）～（注３） （略） （注１）～（注３） （略）

（８） の２ データ ア Ｘｉ契約者は、次表に規定する定額通信料を支払った場合に、Ｘ （８） の２ データ ア Ｘｉ契約者は、次表に規定する定額通信料を支払った場合に、Ｘ

通信モードの定 ｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当 通信モードの定 ｉサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信（当

額通信料の適用 社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、その月間 額通信料の適用 社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、その月間

等 累計額（料金月単位で累計した額とし、この取扱いの選択の申出前 等 累計額（料金月単位で累計した額とし、この取扱いの選択の申出前

又はこの取扱いの廃止後に利用した通信に係る料金額を除きます。） 又はこの取扱いの廃止後に利用した通信に係る料金額を除きます。）

に代えて、その定額通信料を適用する取扱い（以下「データ定額 に代えて、その定額通信料を適用する取扱い（以下「データ定額

パック」といいます。）を選択することができます。この場合におい パック」といいます。）を選択することができます。この場合におい

て、データ定額パックには次の区分があり、いずれか１つを選択 て、データ定額パックには次の区分があり、いずれか１つを選択

し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

１契約ごとに １契約ごとに

区 分 定額通信料（月額） 定額上限デ 上限 区 分 定額通信料（月額） 定額上限値 上限

ータ量 回線数 回線数

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

シ データＳパック （略） （略） １０ シ データＳパック （略） （略） （略）

ン （小容量） ン

グ グ

ル データＭパック （略） （略） １０ ル データＭパック （略） （略） （略）

パ （標準） パ

ッ ッ

ク データＬパック （略） （略） １０ ク データＬパック （略） （略） （略）

（大容量）

フ シェアパック１０ （略） （略） １０ フ シェアパック１０ （略） （略） （略）

ァ （小容量） ァ

ミ ミ

リ シェアパック１５ （略） （略） １０ リ シェアパック１５ （略） （略） （略）

｜ （標準） ｜

シ シ

ェ シェアパック２０ （略） （略） １０ ェ シェアパック２０ （略） （略） （略）

ア （大容量） ア

パ パ

ッ シェアパック３０ （略） （略） １０ ッ シェアパック３０ （略） （略） （略）

ク （大容量） ク

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

イ （略） イ （略）

ウ ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択する契 ウ ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択する契

約者は、アの規定にかかわらず、選択したファミリーシェアパック 約者は、アの規定にかかわらず、選択したファミリーシェアパック

又はビジネスシェアパックのほか、シングルパック又はらくらく 又はビジネスシェアパックのほか、データＳパック、データＭパッ
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パック（以下この欄において「シングルパック等」といいます。）の ク又はらくらくパック（以下この欄において「データＳパック等」

いずれか１つを選択していただきます。この場合において、契約者 といいます。）のいずれか１つを選択していただきます。この場合に

は、ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択して おいて、契約者は、ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパ

いる期間については、選択したそのシングルパック等に係る定額通 ックを選択している期間については、選択したそのデータＳパック

信料の支払いを要しません。 等に係る定額通信料の支払いを要しません。

エ～キ （略） エ～キ （略）

ク 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＸｉが、 ク 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＸｉが、

第１（基本使用料）の（４） の２に規定するＵ２５応援割の適用を受け 第１（基本使用料）の（４） の２に規定するＵ２５応援割の適用を受け

ているときは、その適用を受ける料金月の初日（Ｕ２５応援割の選択 ているときは、その適用を受ける料金月の初日（Ｕ２５応援割の選択

に係る申出の承諾を受けた日を含む料金月については、その承諾を に係る申出の承諾を受けた日を含む料金月については、その承諾を

受けた日）において、契約者が選択しているデータ定額パックに係 受けた日）において、契約者が選択しているデータ定額パックに係

る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。 る定額上限値（アに規定するものをいいます。以下この欄において

同じとします。）に、１ＧＢを加算します。

ただし、Ｕ２５応援割の適用を受けているＸｉが、トに規定する共

有対象回線であるときは、共有回線群に係る定額データパックに関

する定額上限値に、１ＧＢを加算します。

ケ データ定額パックを選択している契約者は、そのデータ定額パッ ケ データ定額パックを選択している契約者は、そのデータ定額パッ

クに係る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増 クに係る各料金月の定額上限値（クの規定又は当該契約約款に規定

加する申出を行うことができます。この場合において、当社はその する１ＧＢを加算する取扱いの適用を受けているときは、その定額

申出があった日から、その申出のあった日を含む料金月以降の料金 上限値に１ＧＢを加算した値とし、その契約者がテに規定する共有

月における定額上限データ量について、増加の申出があったデータ 代表回線に係る契約者であって、その共有回線群を構成する共有代

量（以下この欄及び（８） の３においてにおいて「指定追加データ 表回線又は共有対象回線がクの規定又はこの契約約款に規定する１

量」といいます。）を加算した後の定額上限データ量を適用します。 ＧＢを加算する取扱いの適用を受けているときは、その適用を受け

ただし、指定追加データ量を変更する申出があったときは、その ている共有代表回線及び共有対象回線の数に応じてその定額上限値

申出があった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 に１ＧＢ加算した値とします。以下この欄において同じとします。）

を当社が定める方法により増加する申出を行うことができます。こ

の場合において、当社は、その申出があった日から増加後の定額上

限値（以下「指定定額上限値」といいます。）を適用します。

ただし、指定定額上限値を変更するときは、その申出があった日

を含む料金月の翌料金月から適用します。

コ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＸｉの累計課金対

象データ量が、その契約者が選択しているデータ定額パックに係る

定額上限値又は指定定額上限値を超えたことを当社が確認した時刻

から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（シ

の規定により１ＧＢ加算オプションの申出があったときは、そのこ

とを当社が確認するまでの間）、そのＸｉの契約者回線との間のデ

ータ通信モードによる通信を１２８ｋ通信モードによる通信とする取扱

い（以下この欄において「１２８ｋ通信」といいます。）を適用します。

コ ケの規定によるほか、データ定額パックを選択している契約者

は、当社が別に定める方法により、そのデータ定額パックに係る各

料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増加する申出

を行うことができます。この場合において、当社はその申出があっ

た日から、当該料金月における定額上限データ量について、増加の

申出があったデータ量（以下この欄及び（８） の３においてにおいて

「追加データ量」といいます。）を加算した後の定額上限データ量を

適用します。

サ コに規定する申出を行う契約者が未成年であるときは、その契約

者の親権者又は後見人の同意が必要となる場合があります。

シ 当社は、らくらくパックを選択している契約者が、ケ又はコに規

定する申出を行った後、アに規定する区分の変更を行ったときは、

その申出の取消しがあったものとみなして取り扱います。

ス 当社は、データ定額パックの適用を受けているＸｉの累計課金対

象データ量が、その契約者が選択しているデータ定額パックに係る

定額上限データ量（ク、（８） の３のス若しくは当該契約約款の規定
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により加算された１ＧＢの合計のデータ量（以下この欄及び（８） の

３において「付与データ量」といいます。）、指定追加データ量、追

加データ量又はツ若しくはテの規定により繰越データ量があるとき

は、その定額上限データ量にその付与データ量、指定追加データ

量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ量としま

す。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料金月の翌料金月

の初日の当社が定める時刻までの間（コに規定する申出があったと

きは、そのことを当社が確認するまでの間）、そのＸｉの契約者回

線との間のデータ通信モードによる通信を１２８ｋ通信モードによる通

信とする取扱い（以下この欄及び（８） の３において「１２８ｋ通信」と

いいます。）を適用します。

セ スの規定により１２８ｋ通信の適用を受けているＸｉが行った通信に サ １２８ｋ通信の適用を受けているＸｉが行った通信に係る課金対象デ

係る課金対象データについては、第４７条（通信時間等の測定等）の ータについては、第４７条（通信時間等の測定等）の規定にかかわら

規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 ず、課金対象データ量の測定から除きます。

シ データ定額パックを選択している契約者は、当社が別に定める方

法により、当該料金月における１２８ｋ通信の適用の解除（以下この欄

において「１ＧＢ加算オプション」といいます。）に係る申出を行う

ことができます。

ス シの規定により、１ＧＢ加算オプションの申出を行う契約者が未

成年であるときは、その契約者の親権者又は後見人の同意が必要と

なる場合があります。

セ 当社は、らくらくパックを選択している契約者が、ケ又はシに規

定する申出を行った後、アに規定する区分の変更を行ったときは、

その申出の取消しがあったものとみなして取り扱います。

ソ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ又はコに ソ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ又はシに

規定する申出があった場合であって、当該料金月における累計課金 規定する申出があった場合であって、当該料金月における累計課金

対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定額上限データ量 対象データ量がそのデータ定額パックに係る定額上限値を超えると

（付与データ量又はツ若しくはテの規定により繰越データ量がある きは、その定額上限値を超える部分の課金対象データ量（１２８ｋ通信

ときは、その定額上限データ量にその付与データ量及び繰越データ の適用を受けている課金対象データ量を除きます。）について、次表

量を加算した後のデータ量とします。）を超えるときは、その定額上 に規定する額を適用します。

限データ量を超える部分の課金対象データ量（スの規定により１２８ｋ

通信の適用を受けている課金対象データ量を除きます。）について、

次表に規定する額を適用します。

表（略） 表（略）

タ アに規定する定額通信料については日割しません。

ただし、Ｘｉを利用することができない期間があった場合の取扱

いについては、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。

チ タの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＸｉ契約の締結（当

社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締

結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があった

ときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じ

て、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の末日

までの日数に応じて日割します。

ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は（８） の３に規定する共有代表回線の変更があ

ったときはこの限りでありません。

ツ 当社は、データ定額パック（らくらくパック及びデータＳパック

（小容量）を除きます。）の適用を受けているＸｉに係る当該料金月

における累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定

額上限データ量に満たないときは、その定額上限データ量からその

累計課金対象データ量を差し引いたデータ量（１ＧＢに満たない部

分を除きます。）を繰越データ量としてス及びソの規定を適用しま

す。

ただし、その翌料金月においてデータ定額パックに係る区分の変
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更があったとき又は当該料金月若しくは翌料金月において（８） の３

に規定するデータ定額共有の選択若しくは廃止があったときは、こ

の限りでありません。

テ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＸｉに係る当該料

金月における累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに係

る定額上限データ量に付与データ量及び繰越データ量を加算した後

のデータ量を超える場合であって、その定額上限データ量に付与

データ量、指定追加データ量（ソに規定する定額通信料の適用を受

ける部分に限ります。）、追加データ量及び繰越データ量を加算した

後のデータ量（以下この欄において「加算後データ量」といいま

す。）に満たないときは、加算後データ量からその累計課金対象デー

タ量を差し引いたデータ量を繰越データ量としてス及びソの規定を

適用します。

ト 当社は、データ定額パックを選択している契約者からこの取扱い タ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からこの取扱い

を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合 を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合

には、データ定額パックを廃止します。 には、データ定額パックを廃止します。

（ア） ～ （エ） （略） （ア） ～ （エ） （略）

チ データ定額パック（らくらくパックを除きます。以下この欄にお

いて同じとします。）を選択している契約者は、データ定額共有を選

択することができます。

ツ データ定額共有とは、共有回線群（テに規定する共有代表回線及

びトに規定する共有対象回線により構成される回線群をいいます。

以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）及びＦＯＭＡユ

ビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。）

に係る累計課金対象データ量を合算して、テに規定する共有代表回

線に係る契約者が選択しているデータ定額パックを適用する取扱い

をいいます。

テ 契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共

有回線群を代表する１のＸｉ又はＦＯＭＡ（その契約者に係るもの

であって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合

わせて当社に申し出ていただきます。この場合において、シングル

パックに係る共有代表回線は、基本使用料の料金種別が総合利用プ

ランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。

ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であっ

て、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当社が別に定める方法により料金その

他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括

請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な

関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限

ります。以下この欄において同じとします。）に係る料金等と合わせ

て請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが既に共有代表回線又は共有対象

回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の

申出を行うことができません。

ト データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間

のデータ定額共有を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第

２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま

す。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係

るものに限ります。以下この欄において同じとします。）のことをい

います。

ナ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共

有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお

いて、共有対象回線に係る契約者は、データＳパック等のうち、い

ずれか１つを選択し、合わせて当社に申し出ていただきます。
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ニ ナの規定により選択したデータＳパック等に係る定額通信料につ

いては、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択している期間

において、その支払いを要しません。

ヌ 共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共

有回線群を構成する共有対象回線に係る累計課金対象データ量を共

有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有を適用する

ことにあらかじめ同意するものとします。

ネ データ定額共有の開始は、ナに規定する申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。

ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾

した日を含む料金月から適用します。

（ア） Ｘｉ契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共

有を選択した場合であって、ナの規定によりその共有代表回線を

指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ

及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されて

いないとき。

（イ） データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定

して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及び

ＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていな

いとき。

ノ 当社は、共有代表回線の変更の申出があったときは、ツの規定に

準じて取扱います。

ハ 共有対象回線（Ｘｉユビキタスを除きます。）の契約者は、次表に

定める定額通信料の支払いを要します。

１契約ごとに

区 分 料金額（月額）

定額通信料 税抜額 ５００円（税込額 ５４０円）

ヒ ア及びハに規定する定額通信料については日割しません。

ただし、Ｘｉを利用することができない期間があった場合の取扱

いについては、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。

フ ヒの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＸｉ契約の締結（当

社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締

結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があった

ときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じ

て、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の末日

までの日数に応じて日割します。

ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は共有代表回線の変更があったときはこの限り

でありません。

ヘ 当社は、共有回線群に係る累計課金対象データ量と共有対象回線

に係る累計課金対象データ量の合計が、共有代表回線が選択してい

るデータ定額パックに係る定額上限値又は指定定額上限値を超えた

ときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の翌料金月

の初日の当社が定める時刻までの間（シの規定により１ＧＢ加算オ

プションの申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの

間）、その共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線に

ついて、１２８ｋ通信を適用します。

ホ データ定額共有におけるケ又はシに規定する申出は、共有代表回

線に係る契約者に限り行うことができます。

マ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ又はシに

規定する申出があった場合であって、当該料金月における共有回線
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群に係る累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定

額上限値を超えるときは、その定額上限値を超える部分の課金対象

データ量（１２８ｋ通信の適用を受けている課金対象データ量を除きま

す。）について、次表に規定する額を適用します。

１ＧＢごとに

料 金 種 別 料 金 額

Ｘｉデータ通信料 税抜額 １，０００円（税込額 １，０８０円）

ミ 当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共

有を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場

合には、データ定額共有を廃止します。この場合において、その廃

止のあったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から

新たに共有代表回線を指定していいただきます。

（ア） Ｘｉ契約又はＸｉユビキタス契約に係る名義変更があったとき

（当社が別に定める場合を除きます。）。

（イ） 契約の解除があったとき。

（ウ） モの（ウ）、ヤの（ウ）又はユの（ウ）に規定する条件を満た

さなくなったとき。

（エ） 電話番号保管があったとき。

ム ミの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出が

あったときは、共有回線群に属する共有対象回線とのデータ定額共

有を廃止します。この場合において、共有代表回線に係る契約者

は、そのデータ定額共有の廃止に係る紛議が生じたときは、当事者

間において問題を解決していただきます。

メ ミの規定により廃止のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが共有対象

回線であるときは、その廃止があった日を含む料金月までデータ定

額共有の対象とし、その廃止があった日を含む料金月の翌料金月か

らウ又はナの規定により選択したデータＳパック等を適用します。

ただし、その廃止があった日からその廃止があった日を含む料金

月の末日までの間にデータ定額パックに係る区分の変更又はデータ

定額パックの廃止があったときは、この限りでありません。

モ テからメの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共

有の適用は、次のとおりとします。

（ア） シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を

選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して当社に

申し出ていただきます。

（イ）（ア）の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限りま

す。以下この欄において同じとします。）又はＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下こ

の欄において同じとします。）を、共有回線群を構成する共有対象

回線として指定することができます。この場合において、共有代

表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線（（１３）に規定

するものをいいます。以下この欄において同じとします。）として

指定すること並びに基本使用料の料金種別を新たに選択する場合

があることについて、指定したその契約者回線に係る契約者の同

意を得ていただきます。

（ウ）当社は、（ア）又は（イ）に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているシングルパ

ックに係る上限回線数を超えることとなるとき。
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② 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の

共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＸｉに係る基本使用料の料金種別が総

合利用プランであるとき。

④ 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者

名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線と同一の

割引回線群（ （１３） に規定するものをいいます。）に属していな

いとき。

⑤ 申出又は指定のあったＸｉユビキタス（その契約者名義が法

人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表回線と同

一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することに

ついて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）ではな

いとき。

⑥ 申出又は指定のあったＸｉの契約者名義が、共有代表回線の

契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適合すると

きを除きます。）。

⑦ 共有回線群を構成するＦＯＭＡ又はＸｉ（データ専用プラン

に係るものに限ります。）の数が２以上となるとき。

⑧ （イ）に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑨ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑩ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ヤ テからメの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデー

タ定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ファミリーシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定

額共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定し

て当社に申し出ていただきます。

（イ）（ア）の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスを、共有

回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。

この場合において、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び

割引選択回線として指定すること並びに基本使用料の料金種別を

新たに選択する場合があることについて、指定したその契約者回

線に係る契約者の同意を得ていただきます。

（ウ）当社は、（ア）又は（イ）に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているファミリー

シェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の

共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者

名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線と同一の

割引回線群（ （１３） に規定するものをいいます。）に属していな

いとき。

④ （イ）に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑤ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ユ テからメの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ

定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ビジネスシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額
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共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して

当社に申し出ていただきます。

（イ） 当社は、（ ア） に規定する申出があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているビジネスシ

ェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の共有回線

群に属しているとき。

③ 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタスと一括請求している他

のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが

同一の共有回線群に属していないとき。

④ 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者名義が法

人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表回線と同

一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することに

ついて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）でない

とき。

⑤ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ヨ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、ア、ハ

及びヒの規定により適用する定額通信料（（８） の３に規定するデー

タ定額パックに係る定額通信料の月極割引の適用を受けているとき

は、その割引を適用した後の額）及びマの規定により適用するＸｉ

データ通信料の合算額に係る債務を、共有代表回線及び共有対象回

線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係るものを除きま

す。）の数に応じて、当社が定める方法により均等に分割して請求

（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。

ワ ヨに規定するほか、分割請求の適用は次の（ ア） から（ オ） に定

めるところによります。

（ア） 共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線

の契約者は、あらかじめ分割請求の対象となる共有対象回線に係

る契約者の同意を得ていただきます。

（イ） 分割請求に係る共有対象回線の数は、当社が定める日に測定

します。

（ウ） 当社は、共有代表回線から分割請求の請求があったときは、そ

の申出があった日を含む料金月から適用します。

（エ） 当社は、共有代表回線から分割請求の廃止の申出があったとき

は、分割請求を廃止します。

（オ） 当社は、分割請求の廃止の申出があったときは、その廃止があ

った日を含む料金月の前料金月まで分割請求の対象とします。

（８） の３ データ ア データ定額パック（らくらくパックを除きます。以下この欄にお

定額パックに係 いて同じとします。）を選択している契約者は、イに規定するデータ

るデータ定額共 定額共有を選択することができます。

有 イ データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及

びエに規定する共有対象回線により構成される回線群をいいます。

以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）及びＦＯＭＡユ

ビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。）

に係る累計課金対象データ量を合算して、ウに規定する共有代表回

線に係る契約者が選択しているデータ定額パックを適用する取扱い

をいいます。

ウ 契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共
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有回線群を代表する１のＸｉ又はＦＯＭＡ（その契約者に係るもの

であって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合

わせて当社に申し出ていただきます。この場合において、シングル

パックに係る共有代表回線は、基本使用料の料金種別が総合利用プ

ランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。

ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であっ

て、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当社が別に定める方法により料金その

他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括

請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な

関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限

ります。以下この欄において同じとします。）に係る料金等と合わせ

て請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが既に共有代表回線又は共有対象

回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の

申出を行うことができません。

エ データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間

のデータ定額共有を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第

２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま

す。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係

るものに限ります。以下この欄において同じとします。）のことをい

います。

オ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共

有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお

いて、共有対象回線に係る契約者は、シングルパック等のうち、い

ずれか１つを選択し、合わせて当社に申し出ていただきます。

カ オの規定により選択したシングルパック等に係る定額通信料につ

いては、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択している期間

において、その支払いを要しません。

キ 共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共

有回線群を構成する共有対象回線に係る累計課金対象データ量を共

有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有を適用する

ことにあらかじめ同意するものとします。

ク データ定額共有の開始は、オに規定する申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。

ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾

した日を含む料金月から適用します。

（ア） Ｘｉ契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額共

有を選択した場合であって、オの規定によりその共有代表回線を

指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ

及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されて

いないとき。

（イ） データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定

して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及び

ＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていな

いとき。

ケ 当社は、共有代表回線の変更の申出があったときは、イの規定に

準じて取扱います。

コ 共有対象回線（Ｘｉユビキタスを除きます。）の契約者は、次表に

定める定額通信料の支払いを要します。

１契約ごとに

区 分 料金額（月額）

定額通信料 税抜額 ５００円（税込額 ５４０円）
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サ コに規定する定額通信料については日割しません。

ただし、Ｘｉを利用することができない期間があった場合の取扱

いについては、Ｘｉの基本使用料の取扱いに準ずるものとします。

シ サの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＸｉ契約の締結（当

社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締

結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があった

ときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に準じ

て、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の末日

までの日数に応じて日割します。

ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は共有代表回線の変更があったときはこの限り

でありません。

ス 当社は、第１（基本使用料）の（４） の２に規定するＵ２５応援割の

適用を受けているＸｉが、エに規定する共有対象回線であるとき

は、その適用を受ける料金月の初日（Ｕ２５応援割の選択に係る申出

の承諾を受けた日を含む料金月については、その承諾を受けた日）

において、共有代表回線に係る契約者が選択しているデータ定額

パックに係る定額上限データ量に、１ＧＢを加算します。

セ 当社は、共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線に

係る累計課金対象データ量の合計が、共有代表回線が選択している

データ定額パックに係る定額上限データ量（付与データ量、指定追

加データ量、追加データ量又は（８） の２の規定により繰越データ量

があるときは、その定額上限データ量にその付与データ量、指定追

加データ量、追加データ量及び繰越データ量を加算した後のデータ

量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当該料金月の

翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（（８） の２のコに規定

する申出があったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、

その共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線につい

て、１２８ｋ通信を適用します。

ソ データ定額共有における（８） の２のケ又は（８） の２のコに規定す

る申出は、共有代表回線に係る契約者に限り行うことができます。

タ 当社は、データ定額パックを選択している契約者から（８） の２の

ケ又は（８） の２のコに規定する申出があった場合であって、当該料

金月における共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線

に係る累計課金対象データ量の合計が、そのデータ定額パックに係

る定額上限データ量を超えるときは、その定額上限データ量を超え

る部分の課金対象データ量（セの規定により１２８ｋ通信の適用を受け

ている課金対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額

を適用します。

１ＧＢごとに

料 金 種 別 料 金 額

Ｘｉデータ通信料 税抜額 １，０００円（税込額 １，０８０円）

チ 当社は、共有回線群に属するＸｉに係る契約者からデータ定額共

有を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場

合には、データ定額共有を廃止します。この場合において、その廃

止のあったＸｉが共有代表回線であるときは、共有回線群の中から

新たに共有代表回線を指定していいただきます。

（ア） Ｘｉ契約又はＸｉユビキタス契約に係る名義変更があったとき

（当社が別に定める場合を除きます。）。

（イ） 契約の解除があったとき。
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（ウ） トの（ウ）、ナの（ウ）又はニの（イ）に規定する条件を満た

さなくなったとき。

（エ） 電話番号保管があったとき。

ツ チの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出が

あったときは、共有回線群に属する共有対象回線とのデータ定額共

有を廃止します。この場合において、共有代表回線に係る契約者

は、そのデータ定額共有の廃止に係る紛議が生じたときは、当事者

間において問題を解決していただきます。

テ チの規定により廃止のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが共有対象

回線であるときは、その廃止があった日を含む料金月までデータ定

額共有の対象とし、その廃止があった日を含む料金月の翌料金月か

ら（８） の２のウ又はオの規定により選択したシングルパック等を適

用します。

ただし、その廃止があった日からその廃止があった日を含む料金

月の末日までの間にデータ定額パックに係る区分の変更又はデータ

定額パックの廃止があったときは、この限りでありません。

ト アからテの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共

有の適用は、次のとおりとします。

（ア） シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を

選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して当社に

申し出ていただきます。

（イ）（ア）の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限りま

す。以下この欄において同じとします。）又はＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下こ

の欄において同じとします。）を、共有回線群を構成する共有対象

回線として指定することができます。この場合において、共有代

表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線（（１３）に規定

するものをいいます。以下この欄において同じとします。）として

指定すること並びに基本使用料の料金種別を新たに選択する場合

があることについて、指定したその契約者回線に係る契約者の同

意を得ていただきます。

（ウ）当社は、（ア）又は（イ）に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているシングルパ

ックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の

共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＸｉに係る基本使用料の料金種別が総

合利用プランであるとき。

④ 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者

名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線と同一の

割引回線群（ （１３） に規定するものをいいます。）に属していな

いとき。

⑤ 申出又は指定のあったＸｉユビキタス（その契約者名義が法

人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表回線と同

一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することに

ついて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）ではな

いとき。

⑥ 申出又は指定のあったＸｉの契約者名義が、共有代表回線の

契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適合すると

きを除きます。）。

⑦ 共有回線群を構成するＦＯＭＡ又はＸｉ（データ専用プラン

－１４－



に係るものに限ります。）の数が２以上となるとき。

⑧ （イ）に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑨ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑩ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ナ アからテの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデー

タ定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ファミリーシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定

額共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定し

て当社に申し出ていただきます。

（イ）（ア）の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスを、共有

回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。

この場合において、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び

割引選択回線として指定すること並びに基本使用料の料金種別を

新たに選択する場合があることについて、指定したその契約者回

線に係る契約者の同意を得ていただきます。

（ウ）当社は、（ア）又は（イ）に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているファミリー

シェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の

共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者

名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線と同一の

割引回線群（ （１３） に規定するものをいいます。）に属していな

いとき。

④ （イ）に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑤ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ニ アからテの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ

定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ビジネスシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額

共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して

当社に申し出ていただきます。

（イ） 当社は、（ ア） に規定する申出があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているビジネスシ

ェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタスが、既に他の共有回線

群に属しているとき。

③ 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタスと一括請求している他

のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが

同一の共有回線群に属していないとき。

④ 申出のあったＸｉ又はＸｉユビキタス（その契約者名義が法

人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表回線と同

一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有することに

ついて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）でない

とき。
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⑤ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ヌ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、（８） の

２のア並びにコ及びサの規定により適用する定額通信料（（８） の４

に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の月極割引の適用を

受けているときは、その割引を適用した後の額）並びにタの規定に

より適用するＸｉデータ通信料の合算額に係る債務を、共有代表回

線及び共有対象回線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係

るものを除きます。）の数に応じて、当社が定める方法により均等に

分割して請求（以下この欄において「分割請求」といいます。）しま

す。

ネ ヌに規定するほか、分割請求の適用は次の（ ア） から（ オ） に定

めるところによります。

（ア） 共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線

の契約者は、あらかじめ分割請求の対象となる共有対象回線に係

る契約者の同意を得ていただきます。

（イ） 分割請求に係る共有対象回線の数は、当社が定める日に測定

します。

（ウ） 当社は、共有代表回線から分割請求の請求があったときは、そ

の申出があった日を含む料金月から適用します。

（エ） 当社は、共有代表回線から分割請求の廃止の申出があったとき

は、分割請求を廃止します。

（オ） 当社は、分割請求の廃止の申出があったときは、その廃止があ

った日を含む料金月の前料金月まで分割請求の対象とします。

（８） の４ データ ア 当社は、データ定額パックの適用を受けているＸｉに係る定額通 （８） の３ データ ア 当社は、データ定額パックの適用を受けているＸｉに係る定額通

定額パックに係 信料について、当該料金月のそのＸｉ契約に係る経過期間に応じ 定額パックに係 信料について、当該料金月のそのＸｉ契約に係る経過期間に応じ

る定額通信料の て、次の （ア） 又は （イ） に定める額の割引を適用します。 る定額通信料の て、次の （ア） 又は （イ） に定める額の割引を適用します。

月極割引（ずっ （ア）（イ）以外のもの 月極割引（ずっ （ア）（イ）以外のもの

とドコモ割）の とドコモ割）の

適用 経 過 期 間 定額料の減額 （月額） 適用 経 過 期 間 定額料の減額 （月額）

シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ

ッ ク １ ０ ック１５ ッ ク ２ ０ ッ ク ３ ０ ック１０又 ック１５又 ック２０又 ック３０又

（ 小 容 （標準） （ 大 容 （ 大 容 はビジネ はビジネ はビジネ はビジネ

量）又は 又はビジ 量）又は 量）又は スシェア スシェア スシェア スシェア

ビジネス ネスシェ ビジネス ビジネス パック１０ パック１５ パック２０ パック３０

シェアパ アパック シェアパ シェアパ

ック１０ １５ ック２０ ック３０

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（イ）シングルパック又はらくらくパックに係るもの （イ）シングルパック又はらくらくパックに係るもの

経 過 期 間 定額料の減額 （月額） 経 過 期 間 定額料の減額 （月額）

データＳパック（小 データＭパック（標 データＳパック又は データＭパック又は

容量）又はらくらく 準）又はデータＬパ らくらくパック データＬパック

パック ック（大容量）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

イ アの規定にかかわらず、データ定額パックの適用を受けている イ アの規定にかかわらず、データ定額パックの適用を受けている
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Ｘｉが共有回線群（（８） の３に規定するものをいいます。）を構成す Ｘｉが共有回線群（（８） の２に規定するものをいいます。以下同

るＸｉであるときは、そのＸｉが共有代表回 線（（８） の３に規定 じとします。）を構成するＸｉであるときは、そのＸｉが共有代表回

するものをいいます。）であるときに限り、そのＸｉに係るデータ定 線（（８） の２に規定するものをいいます。以下同じとします。）であ

額パックの定額通信料について、アに規定する割引を適用します。 るときに限り、そのＸｉに係るデータ定額パックの定額通信料につ

この場合において、同一料金月内において割引代表回線の変更があ いて、アに規定する割引を適用します。この場合において、同一料

ったときは、変更後の割引代表回線に係るＸｉ契約に関する経過期 金月内において割引代表回線の変更があったときは、変更後の割引

間に応じて、アに規定する割引を適用します。 代表回線に係るＸｉ契約に関する経過期間に応じて、アに規定する

割引を適用します。

ウ～エ （略） ウ～エ （略）

（９） ～（２４）（略） （略） （９） ～（２４）（略） （略）

２ （略） ２ （略）

第４ （略） 第４ （略）

第５ 手続きに関する料金 第５ 手続きに関する料金

１ 適用 １ 適用

手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用

（１） ～（３） （略） （略） （１） ～（３） （略） （略）

（４） 携帯電話番号・ＰＨ ア 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティが行われなかった場 （４） 携帯電話番号ポータ ア 携帯電話番号ポータビリティが行われなかった場合の携帯

Ｓポータビリティ手数 合の携帯 電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料は、（１） ビリティ手数料の適用 電話番号ポータビリティ手数料は、（１） 欄及び２（料金額）

料の適用除外 欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しません。 除外 の規定にかかわらず、適用しません。

イ Ｘｉ契約（その契約の締結と同時に契約者が端末設備を購 イ Ｘｉ契約（その契約の締結と同時に契約者が端末設備を購

入したことを当社が確認できなかったものに限ります。）につ 入したことを当社が確認できなかったものに限ります。）につ

いて、その契約を締結した日又はその契約を締結したと当社 いて、その契約を締結した日又はその契約を締結したと当社

が認める日から起算して９０日以内に携帯電話・ＰＨＳ番号ポ が認める日から起算して９０日以内に携帯電話番号ポータビ

ータビリティが行われた場合の携帯電話・ＰＨＳ番号ポータ リティが行われた場合の携帯電話番号ポータビリティ手数料

ビリティ手数料は、２（料金額）の規定にかかわらず、１の は、２（料金額）の規定にかかわらず、１の契約ごとに税抜

契約ごとに税抜額５，０００ 円（税込額 ５，４００円）とします。 額５，０００ 円（税込額 ５，４００円）とします。

（５） ～（６） （略） （略） （５） ～（６） （略） （略）

２ 料金額 ２ 料金額

２－１ ２－２以外のもの ２－１ ２－２以外のもの

料 金 額 料 金 額

料 金 種 別 単 位 料 金 種 別 単 位

次の税抜額（かっこ内は 次の税抜額（かっこ内は

税込額） 税込額）

（１） ～（３） （略） （略） （略） （１） ～（３） （略） （略） （略）

（４） 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ （略） （略） （４） 携帯電話番号ポータビリティ （略） （略）

手数料 手数料

（５） （略） （略） （略） （５） （略） （略） （略）

２－２ （略） ２－２ （略）
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第６ （略） 第６ （略）

第２表～第６表 （略） 第２表～第６表 （略）

別表１～別表７ （略） 別表１～別表７ （略）

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

１ ２以外のもの １ ２以外のもの

地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ 地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ

ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ

ジタル通信モードにより国際アウトローミン ジタル通信モードにより国際アウトローミン

グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る

ものを除きます。）に係るグループ ものを除きます。）に係るグループ

通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート 通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート

ジタル通 通信モー メッセー ジタル通 通信モー メッセー

信モード ド ジ通信モ 信モード ド ジ通信モ

ード ード

南 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 南 （略） （略） （略） （略） （略） （略）

・ ・

北 北

ア ア

メ コロンビア共 （略） （略） （略） （略） （略） メ コロンビア共 （略） （略） （略） （略） （略）

リ 和国 リ 和国

カ カ

地 地

方 方

Ｃｏｍｕｎｉｃａｃｉｏｎ Ｃｅｌｕｌａｒ， ６ － Ａ ○ Ｃｏｍｕｎｉｃａｃｉｏｎ Ｃｅｌｕｌａｒ， △６ － △Ａ △

Ｓ．Ａ． Ｓ．Ａ．

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ジ ジ

ア ア

地 地

方 方

インドネシア （略） （略） （略） （略） （略） インドネシア （略） （略） （略） （略） （略）

共和国 共和国

ＰＴ Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ ３ Ｉｎｄｏｎｅｓ ４ － Ａ ○ ＰＴ Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ ３ Ｉｎｄｏｎｅｓ △４ － △Ａ △

ｉａ ● ｉａ △●

Ⅰ △Ⅰ
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（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

東ティモール （略） （略） （略） （略） （略） 東ティモール （略） （略） （略） （略） （略）

民主共和国 民主共和国

Ｔｅｌｅｋｏｍｕｎｉｋａｓｉ Ｉｎｄｏｎｅｓ ７ － Ａ ○ Ｔｅｌｅｋｏｍｕｎｉｋａｓｉ Ｉｎｄｏｎｅｓ △７ － △Ａ △

ｉａ Ｉｎｔｅｒｎａｓｉｏｎａｌ， Ｓ．Ａ ｉａ Ｉｎｔｅｒｎａｓｉｏｎａｌ， Ｓ．Ａ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

香港 （略） （略） （略） （略） （略） 香港 （略） （略） （略） （略） （略）

ＣＳＬ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２ １ Ａ ○

●

Ⅰ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ミャンマー連 Ｍｙａｎｍａ Ｐｏｓｔｓ ａｎｄ Ｔｅｌｅｃ ６ ー Ａ ○ ミャンマー連 Ｍｙａｎｍａ Ｐｏｓｔｓ ａｎｄ Ｔｅｌｅｃ ６ ー △Ａ ○

邦共和国 ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 邦共和国 ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

ＴＥＬＥＮＯＲ ＭＹＡＮＭＡＲ ６ ー Ａ △

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

オ オ

セ セ

ア ア

ニ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ニ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

地 地

方 方

ヨ ヨ

︲ ︲

ロ ロ

ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パ パ

地 地

方 方
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ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

フ フ

リ リ

カ カ

地 マリ共和国 （略） （略） （略） （略） （略） 地 マリ共和国 （略） （略） （略） （略） （略）

方 方

Ｍａｌｉｔｅｌ ＳＡ １３ － Ａ ○ Ｍａｌｉｔｅｌ ＳＡ △１３ － △Ａ △

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 備考

１～２ （略） １～２ （略）

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１１月３０日までの間にお （注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１０月３１日までの間にお

いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し

てそのことを掲示します。 てそのことを掲示します。

２ （略） ２ （略）

別表９ （略） 別表９ （略）

附 則（平成２６年９月２３日経企第 ９４０号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２６年１０月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。

３ この改正規定実施の際現に、当社が定めるＸｉサービス契約約款の規定により締結されて

いる次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、当社と締結した同表の右欄の

契約に移行したものとみなします。

データＳパック データＳパック（小容量）

データＭパック データＭパック（標準）

データＬパック データＬパック（大容量）

シェアパック１０ シェアパック１０（小容量）

シェアパック１５ シェアパック１５（標準）

シェアパック２０ シェアパック２０（大容量）

シェアパック３０ シェアパック３０（大容量）

（その他）

４ 経企第１３２１号（平成２６年１月３０日）の附則第２項中「平成２６年９月３０日」を「平成２７年３

月３１日」に改めます。

５ 経企第 １２４号（平成２６年４月２５日経企第１２４ 号）の附則中、「携帯電話番号ポータビリテ

ィ手数料」を「携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料」に改めます。

６ 経企第 ２１３号（平成２６年５月１４日）の附則を次のように改めます。

（１） 第４項及び第５項中「定額上限値」を「定額上限データ量」に改めます。

（２） 第６項を次のように改めます。
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６ 削 除

７ 経企第 ３２３号（平成２６年６月６日）の附則を次のように改めます。

（１） 第３項及び第４項中「定額上限値」を「定額上限データ量」に改めます。

（２） 第５項を次のように改めます。

５ 削 除

８ 経企第 ７６８号（平成２６年８月２５日）の附則を次のように改めます。

（１） 第３項を次のように改めます。

３ この改正規定実施の日から平成２６年１２月３１日までの間において、Ｘｉサービス取扱所

において当社が定める端末設備（以下この附則において「特例対象端末設備」といいま

す。）をＸｉ契約者又はその関係者が購入した場合であって、その購入と同時にその購入

者から指定のあった１のＸｉについて、次の（１） 及び（２） 若しくは（３） （以下この附則

において「特例適用条件」といいます。）の条件を満たす申込があった場合に、その指定

のあったＸｉが特例適用条件を満たしていることを当社が最初に確認した日を含む料金

月から起算して３料金月の間、そのＸｉに係るデータＭパック（標準）、データＬパッ

ク（大容量）、ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックの定額上限データ量

（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２に規定するものをいいます。以

下この附則において同じとします。）に１ＧＢを加算する取り扱い（以下この附則におい

て「データプラン得得キャンペーン」といいます。）を適用します。

（１） Ｘｉデータプラン（スマホ／タブ）又はＸｉデータプラン（ルーター）を選択して

いること。

（２） データＭパック（標準）、データＬパック（大容量）、ファミリーシェアパック又

はビジネスシェアパックを選択していること。

（３） 料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２に規定する共有対象回線であ

って、その共有回線群（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２に規定

するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料

金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２に規定するものをいいます。）がデ

ータＭパック（標準）、データＬパック（大容量）、ファミリーシェアパック又はビ

ジネスシェアパックを選択していること。

（２） 第５項の第３号及び第４号を次のように改めます。

（３） データＭパック（標準）、データＬパック（大容量）、ファミリーシェアパック又は

ビジネスシェアパックを廃止したとき。

（４） 共有回線群に係る共有代表回線がデータＭパック（標準）、データＬパック（大容

量）、ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを廃止したとき。

９ 経企第 ８６２号（平成２６年９月１０日）の附則第１項を次のように改めます。

１ この改正規定は、平成２６年９月１６日から実施します。

ただし、データＬパック（大容量）に関する部分は、平成２６年９月１９日から実施しま

す。
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（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第２章 （略） 第１章～第２章 （略）

第３章 ＦＯＭＡ契約 第３章 ＦＯＭＡ契約

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 第１種一般契約 第２節 第１種一般契約

第８条～第１０条 （略） 第８条～第１０条 （略）

（契約者識別番号） （契約者識別番号）

第１１条 ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番 第１１条 ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番

号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありま 号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありま

せん。 せん。

２ 第１種一般契約者は、第１種一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポ ２ 第１種一般契約者は、第１種一般契約締結の際に、携帯電話番号ポータビリ

ータビリティ（電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービス又はＰＨ ティ（電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電

Ｓサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同 気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。）を希望するとき

じとします。）を希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出てい は、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。

ただきます。 ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を 締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）

締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。） に限ります。

に限ります。

３～４ （略） ３～４ （略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第１２条～第１７条 （略） 第１２条～第１７条 （略）

（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除） （第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除）

第１８条 第１種一般契約者は、第１種一般契約を解除しようとするときは、その 第１８条 第１種一般契約者は、第１種一般契約を解除しようとするときは、その

ことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に書面により通知していただき ことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に書面により通知していただき

ます。 ます。

２ 前項の場合において、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するとき ２ 前項の場合において、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、契約

は、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。 の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。

３ 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポ ３ 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話番号ポータビリ

ータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当 ティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、そ

社は、その番号を発行した日から起算して１５日を経過したときは、その番号を の番号を発行した日から起算して１５日を経過したときは、その番号を無効とし

無効とします。 ます。

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第３節 （略） 第３節 （略）

第４節 第２種一般契約 第４節 第２種一般契約

第２３条の３～第２３条の４ （略） 第２３条の３～第２３条の４ （略）
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（契約者識別番号） （契約者識別番号）

第２３条の５ ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識 第２３条の５ ＦＯＭＡの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識

別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではあり 別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではあり

ません。 ません。

２ 第２種一般契約者は、第２種一般契約締結の際に、携帯電話・ＰＨＳ番号ポ ２ 第２種一般契約者は、第２種一般契約締結の際に、携帯電話番号ポータビリ

ータビリティを希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出てい ティ（電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電

ただきます。 気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。）を希望するとき

ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を は、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。

締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。） ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

に限ります。 締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）

３～４ （略） に限ります。

（注１）～（注２） （略） ３～４ （略）

（注１）～（注２） （略）

第２３条の６～第２３条の８ （略） 第２３条の６～第２３条の８ （略）

（第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除） （第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除）

第２３条の９ 第２種一般契約者は、第２種一般契約を解除しようとするときは、 第２３条の９ 第２種一般契約者は、第２種一般契約を解除しようとするときは、

そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に書面により通知していた そのことをあらかじめ所属ＦＯＭＡサービス取扱所に書面により通知していた

だきます。 だきます。

２ 前項の場合において、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するときは、契約 ２ 前項の場合において、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、契約

の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。 の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。

３ 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリ ３ 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話番号ポータビリ

ティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、そ ティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、そ

の番号を発行した日から起算して１５日を経過したときは、その番号を無効とし の番号を発行した日から起算して１５日を経過したときは、その番号を無効とし

ます。 ます。

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第２３条の１１ （略） 第２３条の１１ （略）

第５節 （略） 第５節 （略）

第４章～第１２章 （略） 第４章～第１２章 （略）

第１３章 雑則

第８１条の２～第８８条の６ （略） 第８１条の２～第８８条の６ （略）

（電気通信事業者への情報の通知） （電気通信事業者への情報の通知）

第８９条 契約者は、第１８条（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除）、 第８９条 契約者は、第１８条（第１種一般契約者が行う第１種一般契約の解除）、

第１９条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第２３条の２（その他の提供 第１９条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第２３条の２（その他の提供

条件）、第２３条の９（第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除）、第 条件）、第２３条の９（第２種一般契約者が行う第２種一般契約の解除）、第

２３条 の１０（当社が行う第２種一般契約の解除）又は第２４条（その他の提供条 ２３条 の１０（当社が行う第２種一般契約の解除）又は第２４条（その他の提供条

件）の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない 件）の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない

場合（第７５条（債権の譲渡等）の規定により、当社がＦＯＭＡサービスの料金 場合（第７５条（債権の譲渡等）の規定により、当社がＦＯＭＡサービスの料金
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その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業 その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業

者への支払いがないときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が 者への支払いがないときを含みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が

別に定める携帯電話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセス 別に定める携帯電話事業者、ＰＨＳ事業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセス

サービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求 サービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。）とします。）からの請求

に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（契 に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（契

約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が 約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が

別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するもの 別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するもの

とします。 とします。

２（略） ２（略）

３ 前２項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ ３ 前２項の規定によるほか、契約者は、携帯電話番号ポータビリティに係る当

に係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識 社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及

別番号及び生年月日等の情報（その携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係 び生年月日等の情報（その携帯電話番号ポータビリティに係る手続きのために

る手続きのために必要なものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ 必要なものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとし

同意するものとします。 ます。

４（略） ４（略）

（注）（略） （注）（略）

第９０条～第９３条 （略） 第９０条～第９３条 （略）

第１４章 （略） 第１４章 （略）

料金表（略） 料金表（略）

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１～第２ （略） 第１～第２ （略）

第３ 通信料 第３ 通信料

１ 適用 １ 適用

通 信 料 の 適 用 通 信 料 の 適 用

（１） ～（７） の２ （略） （１） ～（７） の２ （略）

（略） （略）

（７） の３ 第２種 ア 第２種契約者は、次表に規定する定額通信料を支払った場合に、 （７） の３ 第２種 ア 第２種契約者は、次表に規定する定額通信料を支払った場合に、

契約に係るパケ ＦＯＭＡサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通 契約に係るパケ ＦＯＭＡサービスの契約者回線との間のデータ通信モードによる通

ット通信モード 信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、そ ット通信モード 信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、そ

に係る定額通信 の月間累計額（料金月単位で累計した額とし、この取扱いの選択の に係る定額通信 の月間累計額（料金月単位で累計した額とし、この取扱いの選択の

料の適用等 申出前又はこの取扱いの廃止後に利用した通信に係る料金額を除き 料の適用等 申出前又はこの取扱いの廃止後に利用した通信に係る料金額を除き

ます。）に代えて、その定額通信料を適用する取扱い（以下「データ ます。）に代えて、その定額通信料を適用する取扱い（以下「データ

定額パック」といいます。）を選択することができます。この場合に 定額パック」といいます。）を選択することができます。この場合に

おいて、データ定額パックには次の区分があり、いずれか１つを選 おいて、データ定額パックには次の区分があり、いずれか１つを選

択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。 択し、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

１契約ごとに １契約ごとに

区 分 定額通信料（月額） 定額上限値 上限 区 分 定額通信料（月額） 定額上限値 上限
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回線数 回線数

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

シ データＳパック ３，５００円 ２ＧＢ １０ シ データＳパック ３，５００円 ２ＧＢ １０

ン （小容量） （ ３，７８０円） ン （ ３，７８０円）

グ グ

ル データＭパック ５，０００円 ５ＧＢ １０ ル データＭパック ５，０００円 ５ＧＢ １０

パ （標準） （５，４００ 円） パ （５，４００ 円）

ッ ッ

ク データＬパック ６，７００円 ８ＧＢ １０ ク データＬパック ６，７００円 ８ＧＢ １０

（大容量） （ ７，２３６円） （ ７，２３６円）

フ シェアパック１０ ９，５００円 １０ＧＢ １０ フ シェアパック１０ ９，５００円 １０ＧＢ １０

ァ （小容量） （１０，２６０円） ァ （１０，２６０円）

ミ ミ

リ シェアパック１５ １２，５００円 １５ＧＢ １０ リ シェアパック１５ １２，５００円 １５ＧＢ １０

｜ （標準） （１３，５００円） ｜ （１３，５００円）

シ シ

ェ シェアパック２０ １６，０００円 ２０ＧＢ １０ ェ シェアパック２０ １６，０００円 ２０ＧＢ １０

ア （大容量） （１７，２８０円） ア （１７，２８０円）

パ パ

ッ シェアパック３０ ２２，５００円 ３０ＧＢ １０ ッ シェアパック３０ ２２，５００円 ３０ＧＢ １０

ク （大容量） （２４，３００円） ク （２４，３００円）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

イ （略） イ （略）

ウ ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択する契 ウ ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択する契

約者は、アの規定にかかわらず、選択したファミリーシェアパック 約者は、アの規定にかかわらず、選択したファミリーシェアパック

又はビジネスシェアパックのほか、シングルパック又はらくらく 又はビジネスシェアパックのほか、シングルパック又はらくらく

パック（以下この欄において「シングルパック等」といいます。）の パック（以下この欄において「データＳパック等」といいます。）の

いずれか１つを選択していただきます。この場合において、契約者 いずれか１つを選択していただきます。この場合において、契約者

は、ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択して は、ファミリーシェアパック又はビジネスシェアパックを選択して

いる期間については、選択したそのシングルパック等に係る定額通 いる期間については、選択したそのデータＳパック等に係る定額通

信料の支払いを要しません。 信料の支払いを要しません。

エ～キ （略） エ～キ （略）

ク 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＦＯＭＡ ク 当社は、データ定額パックを選択している契約者に係るＦＯＭＡ

が、第１（基本使用料）の（４） の２に規定するＵ２５応援割の適用を が、第１（基本使用料）の（４） の２に規定するＵ２５応援割の適用を

受けているときは、その適用を受ける料金月の初日（Ｕ２５応援割の 受けているときは、その適用を受ける料金月の初日（Ｕ２５応援割の

選択に係る申出の承諾を受けた日を含む料金月については、その承 選択に係る申出の承諾を受けた日を含む料金月については、その承

諾を受けた日）において、契約者が選択しているデータ定額パック 諾を受けた日）において、契約者が選択しているデータ定額パック

に係る定額上限データ量又は指定定額上限データ量（ケに規定する に係る定額上限値又は指定定額上限値に、１ＧＢを加算します。

ものをいいます。）に、１ＧＢを加算します。 ただし、Ｕ２５応援割の適用を受けているＦＯＭＡが、トに規定す

る共有対象回線であるときは、共有回線群に係る定額データパック

に関する定額上限値又は指定定額上限値に、１ＧＢを加算します。

ケ データ定額パックを選択している契約者は、そのデータ定額パッ ケ データ定額パックを選択している契約者は、そのデータ定額パッ

クに係る各料金月の定額上限データ量を当社が定める方法により増 クに係る各料金月の定額上限値（クの規定又は当該契約約款に規定

加する申出を行うことができます。この場合において、当社は、そ する１ＧＢを加算する取扱いの適用を受けているときは、その定額

の申出があった日から増加後の定額上限データ量（以下「指定定額 上限値に１ＧＢを加算した値とし、その契約者がテに規定する共有

上限データ量」といいます。）を適用します。 代表回線に係る契約者であって、その共有回線群を構成する共有代

ただし、指定定額上限データ量を変更するときは、その申出があ 表回線又は共有対象回線がクの規定又はこの契約約款に規定する１

った日を含む料金月の翌料金月から適用します。 ＧＢを加算する取扱いの適用を受けているときは、その適用を受け

ている共有代表回線及び共有対象回線の数に応じてその定額上限値
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に１ＧＢ加算した値とします。以下この欄において同じとします。）

を当社が定める方法により増加する申出を行うことができます。こ

の場合において、当社は、その申出があった日から増加後の定額上

限値（以下「指定定額上限値」といいます。）を適用します。

ただし、指定定額上限値を変更するときは、その申出があった日

を含む料金月の翌料金月から適用します。

コ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡの累計課 コ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡの累計課

金対象データ量が、その契約者が選択しているデータ定額パックに 金対象データ量が、その契約者が選択しているデータ定額パックに

係る定額上限データ量又は指定定額上限データ量（ク若しくは当該 係る定額上限値又は指定定額上限値を超えたことを当社が確認した

契約約款の規定により加算された１ＧＢの合計（以下この欄及び 時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間

（８） の３において「付加データ量」といいます。）又はチ若しくはト （シの規定により１ＧＢ加算オプションの申出があったときは、そ

に規定する繰越データ量があるときは、その定額上限データ量又は のことを当社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡの契約者回線と

指定定額上限データ量にその付加データ量及び繰越データ量を加算 の間のパケット通信モードによる通信を１２８ｋ通信モードによる通信

したデータ量とします。）を超えたことを当社が確認した時刻から当 とする取扱い（以下この欄において「１２８ｋ通信」といいます。）を適

該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻までの間（シの規定 用します。

により１ＧＢ加算オプションの申出があったときは、そのことを当

社が確認するまでの間）、そのＦＯＭＡの契約者回線との間のパケ

ット通信モードによる通信を１２８ｋ通信モードによる通信とする取扱

い（以下この欄において「１２８ｋ通信」といいます。）を適用します。

サ コの規定により１２８ｋ通信の適用を受けているＦＯＭＡが行った通 サ １２８ｋ通信の適用を受けているＦＯＭＡが行った通信に係る課金対

信に係る課金対象データについては、第６１条（通信時間等の測定 象データについては、第６１条（通信時間等の測定等）の規定にかか

等）の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 わらず、課金対象データ量の測定から除きます。

シ～セ （略） シ～セ （略）

ソ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ又はシに ソ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ又はシに

規定する申出があった場合であって、当該料金月における累計課金 規定する申出があった場合であって、当該料金月における累計課金

対象データ量がそのデータ定額パックに係る定額上限データ量を超 対象データ量がそのデータ定額パックに係る定額上限値を超えると

えるときは、その定額上限データ量を超える部分の課金対象データ きは、その定額上限値を超える部分の課金対象データ量（１２８ｋ通信

量（コの規定により１２８ｋ通信の適用を受けている課金対象データ量 の適用を受けている課金対象データ量を除きます。）について、次表

を除きます。）について、次表に規定する額を適用します。 に規定する額を適用します。

表（略） 表（略）

タ アに規定する定額通信料については日割しません。

ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の

取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるものと

します。

チ タの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＦＯＭＡ契約の締結

（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新た

に締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があ

ったときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に

準じて、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の

末日までの日数に応じて日割します。

ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は共有代表回線の変更があったときはこの限り

でありません。

ツ 当社は、データ定額パック（らくらくパック及びデータＳパック

（小容量）を除きます。）の適用を受けているＦＯＭＡに係る当該料

金月における累計課金対象データ量が、定額上限データ量に満たな

いときは、その累計課金対象データ量と定額上限データ量の差分の

データ量（１ＧＢに満たない部分を除きます。）について、翌料金月

に係る付加データ量に加算します。

ただし、当該料金月又は翌料金月においてデータ定額パックに係

る区分の変更があった場合は、この限りでありません。

テ 当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡに係る当

該料金月における累計課金対象データ量が、定額上限データ量又は

指定定額上限データ量（クの規定又は当該契約約款に規定する付加
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データ量又は繰越データ量があるときは、その定額上限データ量又

は指定定額上限データ量に付加データ量及び繰越データ量を加算し

たデータ量とします。）に満たないときは、その累計課金対象データ

量と定額上限データ量又は指定定額上限データ量（アに規定する定

額通信料及びソに規定するＦＯＭＡデータ通信料の適用を受ける部

分に限ります。）の差分のデータ量について、翌料金月に係る付加デ

ータ量に加算します。

ただし、当該料金月又は翌料金月においてデータ定額パックに係

る区分の変更があった場合は、この限りでありません。

ト この欄において繰越データ量とは、ツ及びテに規定する累計課金

対象データ量と定額上限データ量又は指定定額上限データ量（当該

料金月において加算可能な繰越データ量がある場合は、そのデータ

量を加算した後のデータ量とします。）の差分をいいます。

ナ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からこの取扱い タ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からこの取扱い

を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合 を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合

には、データ定額パックを廃止します。 には、データ定額パックを廃止します。

（ア） ～ （エ） （略） （ア） ～ （エ） （略）

チ データ定額パック（らくらくパックを除きます。以下この欄にお

いて同じとします。）を選択している契約者は、データ定額共有を選

択することができます。

ツ データ定額共有とは、共有回線群（テに規定する共有代表回線及

びトに規定する共有対象回線により構成される回線群をいいます。

以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）及びＦＯＭＡユ

ビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。）

に係る累計課金対象データ量を合算して、テに規定する共有代表回

線に係る契約者が選択しているデータ定額パックを適用する取扱い

をいいます。

テ 契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共

有回線群を代表する１のＸｉ又はＦＯＭＡ（その契約者に係るもの

であって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合

わせて当社に申し出ていただきます。この場合において、シングル

パックに係る共有代表回線は、基本使用料の料金種別が総合利用プ

ランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。

ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であっ

て、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当社が別に定める方法により料金その

他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括

請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な

関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限

ります。以下この欄において同じとします。）に係る料金等と合わせ

て請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが既に共有代表回線又は共有対象

回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の

申出を行うことができません。

ト データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間

のデータ定額共有を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第

２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま

す。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係

るものに限ります。以下この欄において同じとします。）のことをい

います。

ナ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共

有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお

いて、共有対象回線に係る契約者は、データＳパック等のうち、い

ずれか１つを選択し、合わせて当社に申し出ていただきます。
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ニ ナの規定により選択したデータＳパック等に係る定額通信料につ

いては、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択している期間

において、その支払いを要しません。

ヌ 共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共

有回線群を構成する共有対象回線に係る累計課金対象データ量を共

有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有を適用する

ことにあらかじめ同意するものとします。

ネ データ定額共有の開始は、ナに規定する申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。

ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾

した日を含む料金月から適用します。

（ア） 第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額

共有を選択した場合であって、ナの規定によりその共有代表回線

を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭ

Ａ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択され

ていないとき。

（イ） データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定

して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及び

ＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていな

いとき。

ノ 当社は、共有代表回線の変更の申出があったときは、ナの規定に

準じて取扱います。

ハ 共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタスを除きます。）の契約者は、次

表に定める定額通信料の支払いを要します。

１契約ごとに

区 分 料金額（月額）

定額通信料 税抜額 ５００円（税込額 ５４０円）

ヒ ア及びハに規定する定額通信料については日割しません。

ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の

取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるものと

します。

フ ヒの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＦＯＭＡ契約の締結

（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新た

に締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があ

ったときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に

準じて、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の

末日までの日数に応じて日割します。

ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は共有代表回線の変更があったときはこの限り

でありません。

ヘ 当社は、共有回線群に係る累計課金対象データ量と共有対象回線

に係る累計課金対象データ量の合計が、共有代表回線が選択してい

るデータ定額パックに係る定額上限を超えたときは、当社がそのこ

とを確認した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める

時刻までの間（シの規定により１ＧＢ加算オプションの申出があっ

たときは、そのことを当社が確認するまでの間）、その共有回線群

を構成する共有代表回線及び共有対象回線について、１２８ｋ通信を適

用します。

ホ データ定額共有におけるケ又はシに規定する申出は、共有代表回

線に係る契約者に限り行うことができます。

マ 当社は、データ定額パックを選択している契約者からケ又はシに
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規定する申出があった場合であって、当該料金月における共有回線

群に係る累計課金対象データ量が、そのデータ定額パックに係る定

額上限値を超えるときは、その定額上限値を超える部分の課金対象

データ量（１２８ｋ通信の適用を受けている課金対象データ量を除きま

す。）について、次表に規定する額を適用します。

１ＧＢごとに

料 金 種 別 料 金 額

Ｘｉデータ通信料 税抜額 １，０００円（税込額 １，０８０円）

ミ 当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定

額共有を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当す

る場合には、データ定額共有を廃止します。この場合において、そ

の廃止のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群

の中から新たに共有代表回線を指定していただきます。

（ア） 第２種契約又はＦＯＭＡユビキタス契約に係る名義変更があっ

たとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

（イ） 契約の解除があったとき。

（ウ） モの（ ウ） 、ヤの（ ウ） 又はユの（ ウ） に規定する条件を満た

さなくなったとき。

（エ） 電話番号保管があったとき。

ム ミの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出が

あったときは、共有回線群に属する共有対象回線とのデータ定額共

有を廃止します。この場合において、共有代表回線に係る契約者

は、そのデータ定額共有の廃止に係る紛議が生じたときは、当事者

間において問題を解決していただきます。

メ ミの規定により廃止のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが

共有対象回線であるときは、その廃止があった日を含む料金月まで

データ定額共有の対象とし、その廃止があった日を含む料金月の翌

料金月からウ又はナの規定により選択したデータＳパック等を適用

します。

ただし、その廃止があった日からその廃止があった日を含む料金

月の末日までの間にデータ定額パックに係る区分の変更又はデータ

定額パックの廃止があったときは、この限りでありません。

モ チからメの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共

有の適用は、次のとおりとします。

（ア） シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を

選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して当社に

申し出ていただきます。

（イ） （ ア） の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他の

Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限り

ます。以下この欄において同じとします。）又はＦＯＭＡユビキタ

ス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下

この欄において同じとします。）を、共有回線群を構成する共有対

象回線として指定することができます。この場合において、共有

代表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線（（３） に規

定するものをいいます。以下この欄において同じとします。）とし

て指定すること並びに基本使用料の料金種別を新たに選択する場

合があることについて、指定したその契約者回線に係る契約者の

同意を得ていただきます。

（ウ） 当社は、（ ア） 又は（ イ） に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の
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合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているシングルパ

ックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、

既に他の共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別

が総合利用プランであるとき。

④ 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（そ

の契約者名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線

と同一の割引回線群（（１３）に規定するものをいいます。）に属し

ていないとき。

⑤ 申出又は指定のあったＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義

が法人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表回線

と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有するこ

とについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）で

はないとき。

⑥ 申出又は指定のあったＦＯＭＡの契約者名義が、共有代表回

線の契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適合す

るときを除きます。）。

⑦ 共有回線群を構成するＦＯＭＡ又はＸｉ（データ専用プラン

に係るものに限ります。）の数が２以上となるとき。

⑧ （イ） に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑨ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑩ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ヤ チからメの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデー

タ定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ファミリーシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定

額共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定し

て当社に申し出ていただきます。

（イ） （ア） の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスを、共有

回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。

この場合において、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び

割引選択回線として指定すること並びに基本使用料の料金種別を

新たに選択する場合があることについて、指定したその契約者回

線に係る契約者の同意を得ていただきます。

（ウ） 当社は、（ ア） 又は（ イ） に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているファミリー

シェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、

既に他の共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（そ

の契約者名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線

と同一の割引回線群（（１３）に規定するものをいいます。）に属し

ていないとき。

④ （ イ） に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑤ そのＦＯＭＡが契約者以外の者の業務の用に供され、それが

業として行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ユ チからメの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ
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定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ビジネスシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額

共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して

当社に申し出ていただきます。

（イ） 当社は、（ ア） に規定する申出があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているビジネスシ

ェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、既に他の

共有回線群に属しているとき。

③ 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスと一括請求し

ている他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビ

キタスが同一の共有回線群に属していないとき。

④ 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（その契約者

名義が法人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表

回線と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有す

ることについて当社が別に定める基準に適合する者を含みま

す。）でないとき。

⑤ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ヨ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、ア、ハ

及びフの規定により適用する定額通信料（（７） の４に規定するデー

タ定額パックに係る定額通信料の月極割引の適用を受けているとき

は、その割引を適用した後の額）及びマの規定により適用するＦＯ

ＭＡデータ通信料の合算額に係る債務を、共有代表回線及び共有対

象回線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに係るものを除き

ます。）の数に応じて、当社が定める方法により均等に分割して請求

（以下この欄において「分割請求」といいます。）します。

ワ ヨに規定するほか、分割請求の適用は次の（ ア） から（ オ） に定

めるところによります。

（ア） 共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線

の契約者は、あらかじめ分割請求の対象となる共有対象回線に係

る契約者の同意を得ていただきます。

（イ） 分割請求に係る共有対象回線の数は、当社が定める日に測定し

ます。

（ウ） 当社は、共有代表回線から分割請求の請求があったときは、そ

の申出があった日を含む料金月から適用します。

（エ） 当社は、共有代表回線から分割請求の廃止の申出があったとき

は、分割請求を廃止します。

（オ） 当社は、分割請求の廃止の申出があったときは、その廃止があ

った日を含む料金月の前料金月まで分割請求の対象とします。

（７） の４ データ ア データ定額パック（らくらくパックを除きます。以下この欄にお

通信モードの定 いて同じとします。）を選択している契約者は、イに規定するデータ

額通信料に係る 定額共有を選択することができます。

のデータ定額共 イ データ定額共有とは、共有回線群（ウに規定する共有代表回線及

有 びエに規定する共有対象回線により構成される回線群をいいます。

以下この欄において同じとします。）を構成するＸｉ、Ｘｉユビキタ

ス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限ります。）及びＦＯＭＡユ

ビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。）

に係る累計課金対象データ量を合算して、ウに規定する共有代表回

線に係る契約者が選択しているデータ定額パックを適用する取扱い
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をいいます。

ウ 契約者は、データ定額共有を選択するときは、共有代表回線（共

有回線群を代表する１のＸｉ又はＦＯＭＡ（その契約者に係るもの

であって、データ定額パックを選択しているものに限ります。）を合

わせて当社に申し出ていただきます。この場合において、シングル

パックに係る共有代表回線は、基本使用料の料金種別が総合利用プ

ランのＸｉ又はＦＯＭＡに限ります。

ただし、Ｘｉ又はＦＯＭＡの契約者名義が法人である場合であっ

て、そのＸｉ又はＦＯＭＡと当社が別に定める方法により料金その

他の債務を契約者ごとに一括して請求（以下この欄において「一括

請求」といい、その契約者以外の者（契約者と相互に業務上緊密な

関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者に限

ります。以下この欄において同じとします。）に係る料金等と合わせ

て請求する場合を含みます。）している他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが既に共有代表回線又は共有対象

回線であるときは、ビジネスシェアパックに係るデータ定額共有の

申出を行うことができません。

エ データ定額共有における共有対象回線とは、共有代表回線との間

のデータ定額共有を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第

２種契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとしま

す。）及びＦＯＭＡユビキタス（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係

るものに限ります。以下この欄において同じとします。）のことをい

います。

オ 共有代表回線との間のデータ定額共有を選択するときは、１の共

有代表回線を指定して当社に申し出ていただきます。この場合にお

いて、共有対象回線に係る契約者は、シングルパック等のうち、い

ずれか１つを選択し、合わせて当社に申し出ていただきます。

カ オの規定により選択したシングルパック等に係る定額通信料につ

いては、共有代表回線との間のデータ定額共有を選択している期間

において、その支払いを要しません。

キ 共有代表回線に係る契約者及び共有対象回線に係る契約者は、共

有回線群を構成する共有対象回線に係る累計課金対象データ量を共

有代表回線の契約者が引き受け、当社がデータ定額共有を適用する

ことにあらかじめ同意するものとします。

ク データ定額共有の開始は、オに規定する申出を当社が承諾した日

を含む料金月の翌料金月からとします。

ただし、次のいずれかに該当するときは、その申出を当社が承諾

した日を含む料金月から適用します。

（ア） 第２種契約者が、データ定額パックの選択と同時にデータ定額

共有を選択した場合であって、ナの規定によりその共有代表回線

を指定して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭ

Ａ及びＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択され

ていないとき。

（イ） データ定額共有を開始した日以降に、その共有代表回線を指定

して当社に申し出た全てのＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及び

ＦＯＭＡユビキタスにおいてデータ定額パックが選択されていな

いとき。

ケ 当社は、共有代表回線の変更の申出があったときは、イの規定に

準じて取扱います。

コ 共有対象回線（ＦＯＭＡユビキタスを除きます。）の契約者は、次

表に定める定額通信料の支払いを要します。

１契約ごとに

区 分 料金額（月額）
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定額通信料 税抜額 ５００円（税込額 ５４０円）

サ コに規定する定額通信料については日割しません。

ただし、ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の

取扱いについては、ＦＯＭＡの基本使用料の取扱いに準ずるものと

します。

シ サの規定にかかわらず、料金月の初日以外にＦＯＭＡ契約の締結

（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新た

に締結する場合を除きます。）と同時にデータ定額パックの選択があ

ったときは、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に

準じて、その定額通信料を、その選択があった日から当該料金月の

末日までの日数に応じて日割します。

ただし、当該料金月の末日までにそのデータ定額パックの廃止若

しくは区分の変更又は共有代表回線の変更があったときはこの限り

でありません。

ス 当社は、第１（基本使用料）の（４） の２に規定するＵ２５応援割の

適用を受けているＦＯＭＡが、エに規定する共有対象回線である

ときは、共有回線群に係る定額データパックに関する定額上限値

に、１ＧＢを加算します。

セ 当社は、共有回線群に係る累計課金対象データ量と共有対象回線

に係る累計課金対象データ量の合計が、共有代表回線が選択してい

るデータ定額パックに係る定額上限データ量又は指定定額上限デー

タ量（（７） の３のク若しくは当該契約約款に規定する付加データ量

を加算する取扱いの適用を受けているとき又は（７） の３のトに規定

する繰越データ量の適用を受けているときは、その定額上限データ

量又は指定定額上限データ量に付加データ量及び繰越データ量を加

算したデータ量とします。）を超えたときは、当社がそのことを確認

した時刻から当該料金月の翌料金月の初日の当社が定める時刻まで

の間（（７） の３のシの規定により１ＧＢ加算オプションの申出があ

ったときは、そのことを当社が確認するまでの間）、その共有回線

群を構成する共有代表回線及び共有対象回線について、１２８ｋ通信を

適用します。

ソ データ定額共有における（７） の３のケ又は（７） の３のシに規定す

る申出は、共有代表回線に係る契約者に限り行うことができます。

タ 当社は、データ定額パックを選択している契約者か（７） の３のケ

又は（７） の３のシに規定する申出があった場合であって、当該料金

月における共有回線群に係る累計課金対象データ量が、そのデータ

定額パックに係る定額上限データ量を超えるときは、その定額上限

データ量を超える部分の課金対象データ量（１２８ｋ通信の適用を受け

ている課金対象データ量を除きます。）について、次表に規定する額

を適用します。

１ＧＢごとに

料 金 種 別 料 金 額

Ｘｉデータ通信料 税抜額 １，０００円（税込額 １，０８０円）

チ 当社は、共有回線群に属するＦＯＭＡに係る契約者からデータ定

額共有を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当す

る場合には、データ定額共有を廃止します。この場合において、そ

の廃止のあったＦＯＭＡが共有代表回線であるときは、共有回線群

の中から新たに共有代表回線を指定していいただきます。

（ア） 第２種契約又はＦＯＭＡユビキタス契約に係る名義変更があっ
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たとき（当社が別に定める場合を除きます。）。

（イ） 契約の解除があったとき。

（ウ） トの（ウ）、ナの（ウ）又はニの（イ）に規定する条件を満た

さなくなったとき。

（エ） 電話番号保管があったとき。

ツ チの規定によるほか、当社は、共有代表回線の契約者から申出が

あったときは、共有回線群に属する共有対象回線とのデータ定額共

有を廃止します。この場合において、共有代表回線に係る契約者

は、そのデータ定額共有の廃止に係る紛議が生じたときは、当事者

間において問題を解決していただきます。

テ チの規定により廃止のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが

共有対象回線であるときは、その廃止があった日を含む料金月まで

データ定額共有の対象とし、その廃止があった日を含む料金月の翌

料金月から（７） の３のウ又はナの規定により選択したシングルパッ

ク等を適用します。

ただし、その廃止があった日からその廃止があった日を含む料金

月の末日までの間にデータ定額パックに係る区分の変更又はデータ

定額パックの廃止があったときは、この限りでありません。

ト ウからテの規定によるほか、シングルパックに係るデータ定額共

有の適用は、次のとおりとします。

（ア） シングルパックに係る共有代表回線との間のデータ定額共有を

選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して当社に

申し出ていただきます。

（イ）（ア）の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ（第２種契約に係るものに限りま

す。以下この欄において同じとします。）又はＦＯＭＡユビキタス

（第２種ＦＯＭＡユビキタス契約に係るものに限ります。以下こ

の欄において同じとします。）を、共有回線群を構成する共有対象

回線として指定することができます。この場合において、共有代

表回線の契約者は、共有対象回線及び割引選択回線（（１３）に規定

するものをいいます。以下この欄において同じとします。）として

指定すること並びに基本使用料の料金種別を新たに選択する場合

があることについて、指定したその契約者回線に係る契約者の同

意を得ていただきます。

（ウ）当社は、（ア）又は（イ）に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているシングルパ

ックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、

既に他の共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＦＯＭＡに係る基本使用料の料金種別

が総合利用プランであるとき。

④ 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（そ

の契約者名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線

と同一の割引回線群（ （１３） に規定するものをいいます。）に属

していないとき。

⑤ 申出又は指定のあったＦＯＭＡユビキタス（その契約者名義

が法人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表回線

と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有するこ

とについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）で

はないとき。

⑥ 申出又は指定のあったＦＯＭＡの契約者名義が、共有代表回

線の契約者名義と異なるとき（当社が別に定める基準に適合す
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るときを除きます。）。

⑦ 共有回線群を構成するＦＯＭＡ又はＸｉ（データ専用プラン

に係るものに限ります。）の数が２以上となるとき。

⑧ （イ）に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑨ そのＸｉが契約者以外の者の業務の用に供され、それが業と

して行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑩ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ナ ウからテの規定によるほか、ファミリーシェアパックに係るデー

タ定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ファミリーシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定

額共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定し

て当社に申し出ていただきます。

（イ）（ア）の場合によるほか、共有代表回線の契約者は、他のＸ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスを、共有

回線群を構成する共有対象回線として指定することができます。

この場合において、共有代表回線の契約者は、共有対象回線及び

割引選択回線として指定すること並びに基本使用料の料金種別を

新たに選択する場合があることについて、指定したその契約者回

線に係る契約者の同意を得ていただきます。

（ウ）当社は、（ア）又は（イ）に規定する申出があったときは、次

のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているファミリー

シェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、

既に他の共有回線群に属しているとき。

③ 申出又は指定のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（そ

の契約者名義が法人であるときを除きます。）が、共有代表回線

と同一の割引回線群（ （１３） に規定するものをいいます。）に属

していないとき。

④ （イ）に規定する同意が得られていないと当社が認めたと

き。

⑤ そのＦＯＭＡが契約者以外の者の業務の用に供され、それが

業として行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ニ ウからテの規定によるほか、ビジネスシェアパックに係るデータ

定額共有の適用は、次のとおりとします。

（ア） ビジネスシェアパックに係る共有代表回線との間のデータ定額

共有を選択するときは、あらかじめ１の共有代表回線を指定して

当社に申し出ていただきます。

（イ） 当社は、（ ア） に規定する申出があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除いて、これを承諾します。

① 共有回線群を構成する共有代表回線及び共有対象回線の数の

合計が、共有代表回線に係る契約者が選択しているビジネスシ

ェアパックに係る上限回線数を超えることとなるとき。

② 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスが、既に他の

共有回線群に属しているとき。

③ 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタスと一括請求し

ている他のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビ

キタスが同一の共有回線群に属していないとき。

④ 申出のあったＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（その契約者

名義が法人であるときに限ります。）に係る契約者が、共有代表

回線と同一の契約者（契約者と相互に業務上緊密な関係を有す
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ることについて当社が別に定める基準に適合する者を含みま

す。）でないとき。

⑤ そのＦＯＭＡが契約者以外の者の業務の用に供され、それが

業として行われるものと当社が認めるものであるとき。

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ヌ 当社は、共有代表回線の契約者から請求があったときは、（７） の

３のア並びにコ及びサの規定により適用する定額通信料（（７） の５

に規定するデータ定額パックに係る定額通信料の月極割引の適用を

受けているときは、その割引を適用した後の額）及びタの規定によ

り適用するＦＯＭＡデータ通信料の合算額に係る債務を、共有代表

回線及び共有対象回線（Ｘｉユビキタス及びＦＯＭＡユビキタスに

係るものを除きます。）の数に応じて、当社が定める方法により均等

に分割して請求（以下この欄において「分割請求」といいます。）し

ます。

ネ ヌに規定するほか、分割請求の適用は次の（ ア） から（ オ） に定

めるところによります。

（ア） 共有代表回線の契約者から請求があったときは、共有代表回線

の契約者は、あらかじめ分割請求の対象となる共有対象回線に係

る契約者の同意を得ていただきます。

（イ） 分割請求に係る共有対象回線の数は、当社が定める日に測定

します。

（ウ） 当社は、共有代表回線から分割請求の請求があったときは、そ

の申出があった日を含む料金月から適用します。

（エ） 当社は、共有代表回線から分割請求の廃止の申出があったとき

は、分割請求を廃止します。

（オ） 当社は、分割請求の廃止の申出があったときは、その廃止があ

った日を含む料金月の前料金月まで分割請求の対象とします。

（７） の５ データ ア 当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡに係る定 （７） の４ データ ア 当社は、データ定額パックの適用を受けているＦＯＭＡに係る定

定額パックに係 額通信料について、当該料金月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間 定額パックに係 額通信料について、当該料金月のそのＦＯＭＡ契約に係る経過期間

る定額通信料の に応じて、次の （ア） 又は （イ） に定める額の割引を適用します。 る定額通信料の に応じて、次の （ア） 又は （イ） に定める額の割引を適用します。

月極割引（ずっ （ア）（イ）以外のもの 月極割引（ずっ （ア）（イ）以外のもの

とドコモ割）の とドコモ割）の

適用 経 過 期 間 定額料の減額 （月額） 適用 経 過 期 間 定額料の減額 （月額）

シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ シェアパ

ック１０（ ック１５ ック２０（ ック３０（ ック１０又 ック１５又 ック２０又 ック３０又

小容量） （標準） 大容量） 大容量） はビジネ はビジネ はビジネ はビジネ

又はビジ 又はビジ 又はビジ 又はビジ スシェア スシェア スシェア スシェア

ネスシェ ネスシェ ネスシェ ネスシェ パック１０ パック１５ パック２０ パック３０

アパック アパック アパック アパック

１０ １５ ２０ ３０

７２か月超え９６か月ま ３００円 ３００円 ６００円 ８００円 ７２か月超え９６か月ま ３００円 ３００円 ６００円 ８００円

で で

９６か月超え １２０か月 ６００円 ６００円 ８００円 １，０００円 ９６か月超え １２０か月 ６００円 ６００円 ８００円 １，０００円

まで まで

１２０か月超え １８０か ８００円 ８００円 １，０００円 １，５００円 １２０か月超え １８０か ８００円 ８００円 １，０００円 １，５００円

月まで 月まで

１８０ か月超 １，０００円 １，０００円 １，５００円 ２，０００円 １８０ か月超 １，０００円 １，０００円 １，５００円 ２，０００円
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（イ）シングルパック又はらくらくパックに係るもの （イ）シングルパック又はらくらくパックに係るもの

経 過 期 間 定額料の減額 （月額） 経 過 期 間 定額料の減額 （月額）

データＳパック（小 データＭパック（標 データＳパック又は データＭパック又は

容量）又はらくらく 準）又はデータＬパ らくらくパック データＬパック

パック ック（大容量）

１２０か月超え １８０か ー ６００円 １２０か月超え １８０か ー ６００円

月まで 月まで

１８０ か月超 ６００円 ８００円 １８０ か月超 ６００円 ８００円

イ アの規定にかかわらず、データ定額パックの適用を受けている イ アの規定にかかわらず、データ定額パックの適用を受けている

Ｘｉが（８） の２に規定する共有回線群（（７） の４に規定するもの Ｘｉが（８） の２に規定する共有回線群（（７） の３に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）を構成するＦＯＭＡであるとき をいいます。以下同じとします。）を構成するＦＯＭＡであるとき

は、そのＦＯＭＡが共有代表回線（（７） の３に規定するものをいい は、そのＦＯＭＡが共有代表回線（（７） の３に規定するものをいい

ます。以下同じとします。）である場合に限り、そのＦＯＭＡに係る ます。以下同じとします。）である場合に限り、そのＦＯＭＡに係る

データ定額パックの定額通信料について、アに規定する割引を適用 データ定額パックの定額通信料について、アに規定する割引を適用

します。この場合において、同一料金月内において割引代表回線の します。この場合において、同一料金月内において割引代表回線の

変更があったときは、変更後の割引代表回線に係るＦＯＭＡ契約に 変更があったときは、変更後の割引代表回線に係るＦＯＭＡ契約に

関する経過期間に応じて、アに規定する割引を適用します。 関する経過期間に応じて、アに規定する割引を適用します。

ウ～エ （略） ウ～エ （略）

（９） ～（２４）（略） （略） （９） ～（２４）（略） （略）

第４ （略） 第４ （略）

第５ 手続きに関する料金 第５ 手続きに関する料金

１ 適用 １ 適用

手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用

（１） ～（３） （略） （略） （１） ～（３） （略） （略）

（４） 携帯電話番号・ＰＨ ア 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティが行われなかった場 （４） 携帯電話番号ポータ ア 携帯電話番号ポータビリティが行われなかった場合の携帯

Ｓポータ ビリティ手数 合の携帯 電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料は、（１） 欄 ビリティ手数料の適用 電話番号ポータビリティ手数料は、（１） 欄及び２（料金額）

料の適用 除外 及び２（料金額） の規定にかかわらず、適用しません。 除外 の規定にかかわらず、適用しません。

イ ＦＯＭＡサービスに係る契約（その契約の締結と同時に イ ＦＯＭＡサービスに係る契約（その契約の締結と同時に

２ｉｎ１利用の申出の承諾を受けたもの又はその契約の締結と同 ２ｉｎ１利用の申出の承諾を受けたもの又はその契約の締結と同

時に契約者が端末設備を購入したことを当社が確認できなか 時に契約者が端末設備を購入したことを当社が確認できなか

ったものに限ります。）について、その契約を締結した日又は ったものに限ります。）について、その契約を締結した日又は

その契約を締結したと当社が認める日から起算して９０日以内 その契約を締結したと当社が認める日から起算して９０日以内

に携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティが行われた場合の携 に携帯電話番号ポータビリティが行われた場合の携帯電話番

帯電話・ＰＨＳ番 号ポータビリティ手数料は、２（料金額） 号ポータビリティ手数料は、２（料金額）の規定にかかわら

の規定にかかわら ず、１の契約ごとに税抜額５，０００ 円（税込 ず、１の契約ごとに税抜額５，０００ 円（税込額 ５，４００円）とし

額 ５，４００円）とし ます。 ます。
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（５） ～（６） （略） （略） （５） ～（６） （略） （略）

２ 料金額 ２ 料金額

２－１ ２－２以外のもの ２－１ ２－２以外のもの

料 金 額 料 金 額

料 金 種 別 単 位 料 金 種 別 単 位

次の税抜額（かっこ内は 次の税抜額（かっこ内は

税込額） 税込額）

（１） ～（３） （略） （略） （略） （１） ～（３） （略） （略） （略）

（４） 携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ （略） （略） （４） 携帯電話番号ポータビリティ （略） （略）

手数料 手数料

（５） （略） （略） （略） （５） （略） （略） （略）

２－２ （略） ２－２ （略）

第５ （略） 第５ （略）

第２表～第６表 （略） 第２表～第６表 （略）

別表１～別表８ （略） 別表１～別表８ （略）

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者

１ ２以外のもの １ ２以外のもの

地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ 地域 事業者名 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ

ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ ング利用料の区分（通話モード又は６４ｋｂ／ｓデ

ジタル通信モードにより国際アウトローミン ジタル通信モードにより国際アウトローミン

グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る

ものを除きます。）に係るグループ ものを除きます。）に係るグループ

通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート 通話モード ６４ｋｂ／ｓデ パケット ショート

ジタル通 通信モー メッセー ジタル通 通信モー メッセー

信モード ド ジ通信モ 信モード ド ジ通信モ

ード ード

南 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 南 （略） （略） （略） （略） （略） （略）

・ ・

北 北

ア ア

メ コロンビア共 （略） （略） （略） （略） （略） メ コロンビア共 （略） （略） （略） （略） （略）

リ 和国 リ 和国

カ カ

地 地

方 方

Ｃｏｍｕｎｉｃａｃｉｏｎ Ｃｅｌｕｌａｒ， ６ － Ａ ○ Ｃｏｍｕｎｉｃａｃｉｏｎ Ｃｅｌｕｌａｒ， △６ － △Ａ △
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Ｓ．Ａ． Ｓ．Ａ．

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ジ ジ

ア ア

地 地

方 方

インドネシア （略） （略） （略） （略） （略） インドネシア （略） （略） （略） （略） （略）

共和国 共和国

ＰＴ Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ ３ Ｉｎｄｏｎｅｓ ４ － Ａ ○ ＰＴ Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ ３ Ｉｎｄｏｎｅｓ △４ － △Ａ △

ｉａ ● ｉａ △●

Ⅰ △Ⅰ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

東ティモール （略） （略） （略） （略） （略） 東ティモール （略） （略） （略） （略） （略）

民主共和国 民主共和国

Ｔｅｌｅｋｏｍｕｎｉｋａｓｉ Ｉｎｄｏｎｅｓ ７ － Ａ ○ Ｔｅｌｅｋｏｍｕｎｉｋａｓｉ Ｉｎｄｏｎｅｓ △７ － △Ａ △

ｉａ Ｉｎｔｅｒｎａｓｉｏｎａｌ， Ｓ．Ａ ｉａ Ｉｎｔｅｒｎａｓｉｏｎａｌ， Ｓ．Ａ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

香港 （略） （略） （略） （略） （略） 香港 （略） （略） （略） （略） （略）

ＣＳＬ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２ １ Ａ ○

●

Ⅰ

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ミャンマー連 Ｍｙａｎｍａ Ｐｏｓｔｓ ａｎｄ Ｔｅｌｅｃ ６ ー Ａ ○ ミャンマー連 Ｍｙａｎｍａ Ｐｏｓｔｓ ａｎｄ Ｔｅｌｅｃ ６ ー △Ａ ○

邦共和国 ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 邦共和国 ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

ＴＥＬＥＮＯＲ ＭＹＡＮＭＡＲ ６ ー Ａ △
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（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

オ オ

セ セ

ア ア

ニ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ニ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ア ア

地 地

方 方

ヨ ヨ

︲ ︲

ロ ロ

ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略） ッ （略） （略） （略） （略） （略） （略）

パ パ

地 地

方 方

ア （略） （略） （略） （略） （略） （略） ア （略） （略） （略） （略） （略） （略）

フ フ

リ リ

カ カ

地 マリ共和国 （略） （略） （略） （略） （略） 地 マリ共和国 （略） （略） （略） （略） （略）

方 方

Ｍａｌｉｔｅｌ ＳＡ １３ － Ａ ○ Ｍａｌｉｔｅｌ ＳＡ △１３ － △Ａ △

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 備考

１～２ （略） １～２ （略）

（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１１月３０日までの間にお （注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成２６年１０月３１日までの間にお

いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し いて提供開始予定であり、それぞれ提供が開始されたときにはインターネット等を利用し

てそのことを掲示します。 てそのことを掲示します。

別表９ （略） 別表９ （略）

附 則（平成２６年９月２３日経企第 ９４０号）

（実施期日）

１ この附則は、平成２６年１０月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

３ この改正規定実施の際現に、当社が定めるＸｉサービス契約約款の規定により締結されて
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いる次の表の左欄の契約は、この改正実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約

に移行したものとみなします。

データＳパック データＳパック（小容量）

データＭパック データＭパック（標準）

データＬパック データＬパック（大容量）

シェアパック１０ シェアパック１０（小容量）

シェアパック１５ シェアパック１５（標準）

シェアパック２０ シェアパック２０（大容量）

シェアパック３０ シェアパック３０（大容量）

（その他）

４ 経企第１３２１号（平成２６年１月３０日）の附則第２項中「平成２６年９月３０日」を「平成２７年３

月３１日」に改めます。

５ 経企第 ８６２号（平成２６年９月１０日）の附則第１項を次のように改めます。

１ この改正規定は、平成２６年９月１６日から実施します。

ただし、データＬパック（大容量）に関する部分は、平成２６年９月１９日から実施しま

す。
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国 際 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～１８ （略） １～１８ （略）

（注）（略） （注）（略）

第１表～第２表 （略） 第１表～第２表 （略）

別表 （略） 別表 （略）

１ 通話モードに係るもの １ 通話モードに係るもの

通 話 先 区 分 取 扱 地 域 通 話 先 区 分 取 扱 地 域

南 南

・ （略） （略） ・ （略） （略）

北 北

ア ア

メ メ

リ リ

カ （略） （略） カ （略） （略）

地 地

方 方

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ（ただし料金表第１ 表第１ （通話 アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ、ウルグアイ東方共和国、エクア

料）の２ （料金額）に規定する２－２に係るものについてはア ドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティー

メリカ２ ）、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エ ル、ガイアナ共和国、キュ－バ共和国、グアテマラ共和国、グ

ルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、ガイアナ共和 アドル－プ島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピ

国、キュ－バ共和国、グアテマラ共和国、グアドル－プ島、コ エール島、△サン・マルタン島・ミクロン島、シント・マール

スタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島、△サン テン島、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、ハ

・マルタン島・ミクロン島、シント・マールテン島、スリナム イチ共和国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フォークラン

共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国（ただ ド諸島、仏領ギアナ、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボ

し料金表第１ 表第１ （通話料）の２ （料金額）に規定する２－ リバル共和国、ベリーズ、ペル－共和国、ボリビア多民族国、

２に係るものについてはアメリカ２ ）、パナマ共和国、パラグ ホンジュラス共和国、マルティニク

アイ共和国、フォークランド諸島、仏領ギアナ、ブ ラ ジ ル 連

邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペル－共

和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、マルティニク

ア ア

ジ ジ

ア （略） （略） ア （略） （略）

地 地

方 方

－１－



オ オ

セ セ

ア （略） （略） ア （略） （略）

ニ ニ

ア ア

地 地

方 方

ヨ ヨ

︲ ︲

ロ （略） （略） ロ （略） （略）

ッ ッ

パ パ

地 地

方 方

ア ア

フ フ

リ （略） （略） リ （略） （略）

カ カ

地 地

方 方

インマルサット移 インマルサット移

動地球局 （略） 動地球局 （略）

特定衛星携帯電話 （略） 特定衛星携帯電話 （略）

船舶／航空機等 （略） 船舶／航空機等 （略）

備考 備考

セイシェル及びディエゴ・ガルシアへの通話については、当分の間、 セイシェル及びディエゴ・ガルシアへの通話については、当分の間、

取扱いを中止します。 取扱いを中止します。

２ （略） ２ （略）

附 則（平成２６年９月２３日経企第 ９４０号）

この改正規定は、平成２６年１０月１日から実施します。

－２－
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